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４． 土地区画整理事業､市街地再開発事業､道路､公園､駐車場等の公共の用に供する施設

の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 
 

[ 1 ] 市街地の整備改善の必要性 
(1) 現状分析 

中津川駅前を中心とした中心市街地は昭和５０年代初めに市街地再開発事業を行い、

駅前広場、駅前ビル等の都市機能を整備したが、３０年余りが経過し交通体系の変化、

バリアフリー化、施設の老朽化等に充分対応できておらず、中心市街地活性化のため

の「歩いて暮らせるまちづくり」の妨げになっている。さらに、下水道等の各種の都

市基盤についても、十分な耐震性等が確保出来ていない状況である。 

中津川駅周辺には時間貸しの駐車場の数が少ないことから、自動車での来訪者への

対応が十分に準備されていない。また、平成 15 年に実施した「まちかどアンケート」

においても、駐車場が不足していると回答している人の割合が、45％となっており、

駐車場整備の需要が高いと考えられる。 

中心市街地周辺からのアクセスについては、南部や東部・西部方面からは国道 19 号

が地区に近接した南部を東西に通っているが、北部方面からは、鉄道による分断要因

もあり、十分に道路の整備が行われているとは言い難い。 

また、商店街には中心市街地を横断する中山道の宿場町があり、その沿道には数多

くの歴史・文化的資源があるにも拘わらず、道路の修景や街並みの修景といった部分

が十分には行われていない。 

 

(2) 市街地の整備改善の必要性 
これらの現状を踏まえて、中津川市の中心市街地における市街地の整備改善に必要

な事業として以下の事業を基本計画に位置づける。 

JR 中津川駅前広場整備や駐車場の整備改善、市道整備により、中心市街地へのアク

セスの向上や、安全に歩ける中心市街地の形成を図る。 

中山道沿いの区域である本町中山道地区や西太田町通りの修景整備や、ウォーキン

グルートの設定や道標の設定により、中心市街地の回遊性の向上と、歩いて楽しめる

町を形成することにより、また、歴史資源の一つである、歴史的建築物の保存整備及

び一般公開により、来訪者の増加を図る。 

さらに、安心して暮らせる中心市街地の形成を図るため、都市基盤施設である下水

道の整備改善を実施する。 

 

(3) フォローアップの考え方 
事業の中間年度において、各事業の進捗状況を確認し、目標指標への効果を把握し

ながら、必要に応じて事業の改善などの措置を講ずる。また、計画期間終了後に、再

度進捗状況の調査を行い、目標指標への効果を把握し、さらなる効果的推進を図る。 
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[ 2 ] 具体的事業の内容 
(1) 法に定める特別な措置に関連する事業 

該当事業無し 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

事業名：駅前広場

整備事業 

事業内容：広場整

備（5,410 ㎡）、サ

イン整備、施設の

バリアフリー化 

実施時期：Ｈ２０年

度～Ｈ２２年度 

中津川市 ＪＲ中津川駅は、中心市街

地の玄関口であるとともに、

市民が頻繁に利用する、バス

や鉄道などの交通結節点でも

ある。しかし、駅前広場が整

備されてから、30 年以上が経

過しており、高齢者等へのバ

リアフリーの対応が十分にな

されていない状況である。 

駅前広場についてバリアフ

リー化を中心とした整備を行

うことにより、にぎわいプラ

ザを中心とした周辺施設利用

者の利便性の向上を図るた

め、観光客の入れ込み数・中

心市街地の歩行者数の増加に

寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

支 援 措 置 の 内

容：まちづくり

交付金 

実施時期：Ｈ２０

年度～Ｈ２２年度 

 

事業名：市道中津

485 号線整備事業 

事業内容：Ｌ＝407

ｍ 

実施時期：Ｈ２０年

度～Ｈ２２年度 

中津川市 中心市街地へ自動車で来た

場合に、時間貸しの駐車場は

駅の南側にしかなく、さらに

その台数も十分でないことか

ら、駅北側に新規の駐車場を

整備する計画となっている。 

その駐車場へのアクセスの

道路が十分でないと共に、中

心市街地への北部からのアク

セス道路も十分に整備されて

いない。 

本市道を整備することで、

駅北側からの中心市街地及び

駐車場へのアクセスを向上

支 援 措 置 の 内

容：まちづくり

交付金 

実施時期：Ｈ２０

年度～Ｈ２２年度 
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し、中心市街地の来訪者の増

加を図る事ができるため、中

心市街地の活性化に必要な事

業である。 

事業名：駅前ビル

駐車場 

事業内容：駅前ビ

ル・中心市街地利

用者駐車場の整

備 

実施時期：Ｈ２０年

度～Ｈ２１年度 

 

中津川市 中心市街地には 129 箇所の

駐車場があるが、9 割以上が月

極駐車場であり、来訪者や観

光客・買い物客のための駐車

場が十分に整備されていない

状況である。 

そのため、にぎわいプラザ

利用者のための駐車場を整備

し、にぎわいプラザの利用増

進を図ることは、中心市街地

への来訪者の増加にもつなが

ることから、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

支 援 措 置 の 内

容：まちづくり

交付金 

実施時期：Ｈ２０

年度～Ｈ２１年度 
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(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び

必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項

事業名：下水道地

震対策緊急整備

事業 

事業内容：重要交

通障害に対応す

る下水道管耐震

化・避難所、仮設

マンホール、トイ

レ設置 

実施時期：Ｈ２０年

度～Ｈ２４年度 

中津川市 中心市街地では、多数の人た

ちが来訪し、生活していること

から、災害発生時の被害を最小

限に抑えることが重要である。

市街地の安全性が十分に確保さ

れることにより、そこで生活す

る人や来訪する人が安心して中

心市街地に集うことが可能とな

る。 

そのため、中心市街地に整備

してある既存施設である下水道

施設の耐震化や仮設マンホー

ル・トイレ等を整備することで、

市街地の安全性の向上に寄与

し、居住者の増加や来訪者の増

加を図ることができるため、中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

 

 

支 援 措 置 の 内

容：下水道事業

費補助 

実施時期：Ｈ２０

年度～Ｈ２４年度
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(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

国以外の支援措置の

内容及び実施時期 

その他の

事項 

事業名：西太田

町通り路面整備

事業 

事業内容：舗装 

実施時期：Ｈ２２

年～Ｈ２４年 

中津川市 西太田町通りは、中津川駅

から約１００ｍの距離にあり、

中心市街地の緑町通りを基

軸とした地元商店街を形成

する重要な道路である。しか

し現状では、路面の老朽化が

著しく来訪者の誘導が十分

できない状況にある。 

そのため、中津川駅及び大

規模小売店を核とした中心

市街地の回遊性と、中山道の

核となる本町中山道地区と

アクセスの改善を図ること

で中心市街地の賑わいを創

出し、道路整備だけではなく

統一的な通りのイメージを

商店街との協働により構築

し、商業店舗数の増加や、中

心市街地の歩行者数の増加

に寄与し、個性ある専門店街

として活性化につなげるた

め必要な事業である。 

支援措置の内容：  

事業名：本町中

山道地区景観整

備事業 

内容：無電柱化、

水路改修、道路

特殊舗装整備、

消火栓設置、駐

車場修景、建物

等景観整備補助 

実施時期：Ｈ２１

年度～Ｈ２４年度 

中津川市 本町中山道地区は、中心市

街地の歴史・文化資源である

中山道中津川宿の中心であ

る。 

中心市街地の活性化のた

めには、この歴史・文化遺産

を積極的に活用し、来訪者を

増加させ、賑わいを形成する

ことが重要である。 

そのため、本町の中山道と

いう歴史的景観に配慮した

支援措置の内容： 今後、都

市再生整

備計画に

記載 
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街並み景観の修景を行うこ

とは、来訪者の増加につなが

るため、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

事業名：旧中津

川村庄屋肥田家

保存公開事業 

内容：伝統建築

物の保存公開 

実施時期：Ｈ２３

年度 

中津川市 旧中津川村庄屋肥田家は、

中山道の中津川宿における

歴史的・文化的にもっとも価

値の高い建築物の一つであ

る。 

これまで、一般に公開され

ていない。そこで、所有者の

協力を得て、往時の建築・庭

園様式をそのままの形で一

般公開することで、中津川宿

の魅力をさらに増大させる

ことが可能となることから、

来訪者の増加と観光客の入

れ込み数の増加につながる

ため、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

支援措置の内容：  

事業名：水辺空

間ウォーキング

ルート整備事業 

内容：水辺空間、

文学碑、史跡、

遺産等を掘り起

こし、説明板・

ルートサイン・

ベンチやマップ

などの附帯施設

を整備する。 

実施時期：Ｈ２３

年度 

中津川市 中津川市の特色である水

の流れを活用した水辺空間

と、地区内に点在する歴史・

文化資源の所在を明確にし、

中心市街地の回遊性を高め、

来訪者の増加を図ると共に、

中心市街地への各店舗等の

誘引を高めることができる

ことから、中心市街地の歩行

者数の増加に寄与すること

から、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

支援措置の内容： 今後、都

市再生整

備計画に

記載 

 



 

- 61 - 

５． 都市福利施設を整備する事業に関する事項 
 

[ 1 ] 都市福利施設の整備の必要性 
 

(1) 現状分析 
中心市街地には、市役所の分館が駅前のにぎわいプラザの中に配置され、その機能

の一部を果たしている。また、中央公民館が地区内に立地している他は、中心市街地

外に立地している。 

幼稚園などの子供向けの施設については、にぎわいプラザ内にある子育て支援施設

を含め、複数の施設が立地していることから、ある程度充足していると言える。一方

で、高齢者のためのケア施設や老人ホーム等は中心市街地には無く、また病院につい

ても個人病院がある程度で、市民病院は地区外に立地していることから、高齢者向け

の施設が十分に配置されていないといえる。 

さらに、整備されている施設の中には、バリアフリー等の設備が十分に整っていな

いものもあることから、様々な人が訪れる中心市街地としては、バリアフリー等の整

備が十分に行われていないといえる。 

 

(2) 都市福利施設整備の必要性 
これらの現状を踏まえ、既存都市福利施設の改修等を行い、バリアフリー等に対す

る対策を講じる必要がある。また、災害発生時等に安全に安心して対処できるような

情報伝達施設を整備し、安心して暮らせる環境を形成しておく必要がある。 

さらに、現在不足している高齢者等に対する施設を整備し、高齢化社会が到来する

中で、中心市街地としての利便性を活かしたまちづくりを実現していく必要がある。 

 

(3) フォローアップの考え方 
事業の中間年度において、各事業の進捗状況を確認し、目標指標への効果を把握し

ながら、必要に応じて事業の改善などの措置を講ずる。また、計画期間終了後に、再

度進捗状況の調査を行い、目標指標への効果を把握し、さらなる効果的推進を図る。 
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[ 2 ] 具体的事業の内容 
 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(4) 国の支援がないその他の事業 
事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置

付け及び必要性 

国以外の支援措置の

内容及び実施時期 

そ の 他

の事項 

事業名：旧ユニー

跡地開発事業 

内容：居住施設を

含む複合ビルの

建設 

実施期間：Ｈ２２年

度～Ｈ２４年度 

敷地面積： 3,700

㎡ 

延床面積：10,400

㎡ 

入居施設：医療施

設・住居等 

㈱新町開発 現在、旧ユニーの跡

地は、地元の企業及び

商店街振興組合が主体

となった民間法人が取

得しており、その組織

により、複合ビルの建

設が計画されている。 

この施設では、都市

福利施設として医院が

計画されることで、街

なか居住者の増加と、

来訪者の増加が見込め

ることから、中心市街

地の活性化に必要な事

業である。 

支援措置の内容： 

 

 

事業名：市営駐車

場改修事業 

内容：市営駐車場

の耐震補強、エレ

ベーターなどの

整備 

実施時期：Ｈ２３年

中津川市  現在駅前にある市営

駐車場は、自走式の立

体駐車場である。また

その駐車場が建築され

てから 30 年あまりが経

過しており、バリアフ

リーや耐震性の面にお

 今後、都

市 再 生

整 備 計

画 に 記

載 
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度～Ｈ２４年度 いての整備が不十分な

状況である。 

 そのため、エレベー

ター等の設置を行い、

耐震補強することで、

安心して駐車場を利用

してもらうことが可能

となり、中心市街地へ

の来訪者数が増加する

ことに寄与するため、

中心市街地の活性化に

必要な事業である。 
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６． 公営住宅等を整備する事業､中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 
 

[ 1 ] 街なか居住の推進の必要性 
(1) 現状分析 

中心市街地に居住する人口は、年間で約 2％程度ずつ減少しており、市全体での減

少率の年間約 0.2%減少と比較しても、中心市街地における人口減少が急速に進んでい

ます。 

また、高齢化比率も市全体の 25%に対し、中心市街地では 35％と高い状況にある。 

このように、中心市街地での急速な人口減少と高齢化は、モータリゼーションの進

展による商業機能の郊外移転と相まって、より一層中心市街地の衰退を進行させる要

因となっている。 

 

(2) 事業の必要性 
中心市街地には、道路や下水道等の都市基盤施設が既に整備されており、これらの

既存ストックを有効に活用することは、財政的な負担を軽減させることにつながる。

また、人口が増加することにより、中心市街地での購買活動や賑わいが形成され、中

心市街地の活性化につながる。 

そのため、上記の現状を踏まえて、都心居住の推進を図り、中心市街地の人口を増

加させるためには、居住のための住宅を供給していく必要がある。 

そのため、現在建設の計画がある旧ユニー跡地における共同住宅の整備や、民間が

行うその他の共同住宅の建設を積極的に推進していく必要がある。 

 

(3) フォローアップ 
事業の中間年度において、各事業の進捗状況を確認し、目標指標への効果を把握し

ながら、必要に応じて事業の改善などの措置を講ずる。また、計画期間終了後に、再

度進捗状況の調査を行い、目標指標への効果を把握し、さらなる効果的推進を図る。 
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[ 2 ] 具体的事業の内容 
 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 
 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

事業名：中心市街

地共同住宅供給

事業 

内容：中心市街地

における優良な

共同住宅の供給

を支援する。 

実施時期：Ｈ２１

年度～Ｈ２４年度 

中津川市 中心市街地における共同住

宅の供給は、用地の確保の困難

な既成市街地において、多くの

住宅を供給するために有効な

手段であるとともに、生活の利

便性と快適性を指向する居住

を進めるのに有効な事業であ

る。 

一方で、共同住宅の建築には

多大な費用が必要となること

から、積極的な共同住宅の建設

が行われにくい状況である。そ

のため、民間事業者が共同住宅

を建設する場合に支援を行う

制度を創設し運用することに

より、共同住宅の供給を促進す

る。 

このような共同住宅が民間

事業者により中心市街地に供

給されることにより、中心市街

地における人口増加と中心市

街地の歩行者数に寄与し、さら

には、その居住者による中心市

街地での購買行動の増加が期

待されることから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。

支援措置の内容 

：中心市街地共

同住宅供給事業 

実施時期：Ｈ２１

年度～ Ｈ ２ ４年

度 

 

 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 
該当事業無し 
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(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(4) 国の支援がないその他の事業 
 

事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

国以外の支援措置の

内容及び実施時期 

そ の 他

の事項 

事業名：旧ユニ

ー跡地開発事業 

内容：居住施設

を含む複合ビル

の建設 

実施期間：Ｈ２２

年度～Ｈ２４年度 

敷地面積：3,700

㎡ 

延床面積：10,400

㎡ 

入居施設：医療

施設・住居等 

㈱新町開

発 

現在、旧ユニーの跡地は、

地元の企業及び商店街振興

組合が主体となった民間法

人が取得しており、その組

織により、複合ビルの建設

が計画されている。 

この施設では、中心市街

地に居住するための共同住

宅を整備するほか、商業施

設等の計画があり、街なか

居住者の増加が見込めるこ

とから、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

支援措置の内容： 
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７． 中小小売商業高度化事業､特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 
 

[ 1 ] 商業の活性化の必要性 
 

(1) 現状分析 
中津川市の中心市街地では、人口の減少、既存店舗が郊外のバイパス等への移転等

を要因として、中心市街地の商業集積の低下が進んでいる。中心市街地における商業

店舗数は、平成 9 年に 325 店舗あったものが、平成 16 年には 237 店舗に減少し、減少

率は 27％にもなっている。また、店舗数の減少に合わせて、中心市街地における商業

の年間販売額も平成 11 年の 315 億円から平成 16 年には 261 億円と、50 億円以上の減

少となっている。 

一方で、中心市街地内に位置する中山道中津川宿を中心として、観光客数は増加し

ており、イベントを除いた中山道への観光客数は平成 13 年度の 17 万人から平成 18 年

度の 32 万人と、倍近い観光客が訪れている。中心市街地の活性化を推進していくため

には、中心市街地にある観光資源を活用しながら、訪問してくれる観光客を積極的に

活用していく必要がある。 

しかし、このような観光客の増加にも拘わらず、中心市街地の商業施設の売り上げ

等が伸びない現状が表れている。 

このことは、既存の商店を含め、中心市街地に立地している商店が観光客に対して

魅力あるものになりきれていないとも考えられる。 

 

(2) 商業の活性化のための事業などの必要性 
これらの現状を踏まえ、商業の活性化を行っていくためには、中津川宿にある歴史・

文化資源との連携を図り、来訪者や買い物客を増加させる必要があるとともに、各個

店の魅力向上と、購買意欲を高めるための方策が必要である。 

そのため、歴史・文化資源との連携として、地区内にある歴史建造物ストックの活

用と中山道楽市の開催により、来訪者の増加を目指す。また、商業店舗の減少を食い

止めるため、空き店舗対策等を実施すると共に、既存店舗の魅力向上のために個店強

化対策や、流通ポイント事業等を実施する。 

また、中山道という歴史的景観をＰＲするため、街並みの緑化や、景観デザインの

統一などを民間主導により実施する。 

 

(3) フォローアップ 
事業の中間年度において、各事業の進捗状況を確認し、目標指標への効果を把握し

ながら、必要に応じて事業の改善などの措置を講ずる。また、計画期間終了後に、再

度進捗状況の調査を行い、目標指標への効果を把握し、さらなる効果的推進を図る。 
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[ 2 ] 具体的事業の内容 
(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当事業無し 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 
 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

事業名：流通ポイ

ント事業 

内容：共通ポイン

トカード 

実施時期：Ｈ２２年

度 

中津川市

商業協同

組合 

 

現在中津川市では「中津

川市共通商品券」を中津川

市商業協同組合が中心とな

って発行している。 

この共通商品券と商品購

入等に添付するポイント制

度を融合するとともに、ボ

ランティア活動等における

ポイントの付与等を検討

し、共通商品券と流通ポイ

ント制度が積極的に活用さ

れるようにする。また、こ

の流通ポイントについて、

公共施設の利用料金等に使

用できるようにする。 

このことにより、中心市

街地における各商店での購

買活動が活発となり、商店

街の賑わいや販売額が増加

し、商業店舗数の増加に寄

与すると考えられることか

ら、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

支 援 措 置 の 内

容：戦略的中心

市街地中小商業

等活性化支援事

業費補助金 

実施時期：Ｈ２２

年度 

 

 

事業名：春、秋の

中山道祭り 

内容：各商店街で

大道芸、アートク

ラフト市、フリー

マーケットなど

多彩なイベント

を開催。 

実施時期：H２０～

中津川市商

業振興連盟 

中心市街地内の各通りに

おいてそれぞれの商業振興

組合が多彩なイベントを開

催し、多くの市民や来街者

を市街地に呼び込みにぎわ

いを創出していることか

ら、観光客の入れ込み数の

増加に必要である。 

支援措置の内容 

：中心市街地活

性化ソフト事業 

実施時期：H２０

～２４年度 
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２４年度 

事業名：中津川夏

祭り「おいでん

祭」 

内容：風流踊り、

みこし、による一

大イベント。 

実施時期：毎年 8

月中旬 

おいでん祭

実行委員会 

旧苗木藩の土蔵から発見

された一枚の絵図から「風

流踊り」が生まれ、中津川

市の特色ある夏の一大イベ

ントとして毎年７万５千人の

観光客を集めていることか

ら観光客の入れ込み数や歩

行者数の増加に必要な事業

である 

支援措置の内容 

：中心市街地活

性化ソフト事業 

実施時期：H２０

～２４年度 

 

事業名：中津川ふ

るさとじまん祭 

内容：秋のお菓子

を中心とした観

光物産展。 

実施時期：毎年１

０月中 

ふるさとじ

まん祭実行

委員会 

ふるさとの自慢する食べ

物や宿場を有機的に結びつ

け市内外からの観光客を誘

客する。観光客の入れ込み

数の増加に必要である。 

 

支援措置の内容 

：中心市街地活

性化ソフト事業 

実施時期：H２０

～２４年度 

 

 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 
該当事業無し 

 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 
該当事業無し 
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(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付

け及び必要性 

国以外の支援措置の

内容及び実施時期 

そ の 他

の事項 

事業名：旧ユニー

跡地開発事業 

内容：居住施設を

含む複合ビルの

建設 

実施期間：Ｈ２２

年度～Ｈ２４年度 

敷地面積：3,700

㎡ 

延床面積：10,400

㎡ 

入居施設：医療施

設・住居等 

㈱新町開

発 

現在、旧ユニーの跡地

は、地元の企業及び商店街

振興組合が主体となった

民間法人が取得しており、

その組織により、住宅、商

業、都市福利施設等からな

る複合ビルの建設が計画

されている。 

この施設では、銀行、市

街地に不足する店舗など

が整備されることにより、

来訪者の増加、及び街なか

居住者の増加が見込める

ことから、中心市街地の活

性化に必要な事業である。

支援措置の内容： 

 

 

事業名：空き店舗

対策事業 

内容：空店舗活

用、空店舗家賃低

減 

実施時期：Ｈ２０

年度～ 

中津川商工

会議所 

中津川市商

業振興連盟 

中心市街地の商店数の

減少により空き店舗等も

数多く見られるようにな

っており、それらの空き店

舗を新規事業者希望者が

利用することで、商店数を

増加させることができる。

そのため、商店街にある

空き店舗情報を一元管理

し、ホームページ等で外部

に対し積極的にＰＲする

とともに、各商店街の空き

店舗における商店街のコ

ンセプトにマッチした事

業者の募集、若者等のチャ

レンジショップに対する

店舗改修・店舗賃借料等の

支援により、商店の誘致を

図る。 

以上のような事業展開

を行い、新規商店を増加さ

支援措置の内容：県

市補助金 
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せることで、来訪者の増

加、商業店舗数の増加に寄

与すると考えられること

から、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

事業名：「にぎわ

いプラザ」利活用

促進事業 

内容：市民の利活

用によるにぎわ

いの創出 

実施時期：Ｈ２０

年度～ 

 

中 津 川 市 駅前に立地する「にぎわ

いプラザ」は、現在でも多

くの市民に利用され、中心

市街地の核的施設の一つ

となっている。 

この「にぎわいプラザ」

について、コミュニティホ

ールや若者の余暇活動施

設の充実と、市民の利用促

進をはかることにより、中

心市街地への来訪者を増

加させ、中心市街地の歩行

者数の増加に寄与するこ

とができると考えられる

ことから、中心市街地の活

性化に必要な事業である。

支援措置の内容 

 

 

事業名：中山道中

津川宿六斎市事

業 

内容：六斎市の開

催 

（江戸時代六斎

市の復活） 

実施時期：Ｈ２０

年度～ 

六斎市実

行委員会 

かつての「六斎市」は月

に６日間開かれ、衣食住の

あらゆる物が売られ、中津

川宿の活気を支えた。この

かつての「六斎市」になら

い、農産物では地産地消を

目指す。 

このため、毎月第 1 日曜

日に本町・新町のほか西太

田町、駅前、みどり町の各

商店街、５つの「道の駅」、

８つの朝市団体、それに各

店舗も参加し、開催する。

それにより中心市街地

への来訪者の増加と賑わ

いの形成が図れることか

ら、中心市街地の活性化に

とって重要な事業である。

支援の内容：県市補

助金 
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事業名：まちなか

緑化整備事業 

内容：各商店の緑

化運動 

実施時期：Ｈ２０

年度～ 

中津川市商

業振興連盟 

街に緑を多く配置する

ことは、安らぎと快適性を

向上させる効果が期待さ

れるとともに、各商店の魅

力の向上にもつながる。 

そのため、現在各商店等

で取り組みを行って一定

の成果を挙げつつある花

飾り運動について、アドバ

イザー等を活用して緑化

コーディネート行う。 

これらのことを実施す

ることで、中心市街地の魅

力の向上と来訪者の増加

が見込めるとともに、環境

意識の向上や各商店のや

る気を引き出すことがで

き、商店数の増加に寄与す

ると考えられることから、

中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：まちなか

住民協定事業 

内容：商店街の活

性化、景観デザイ

ン、旧町名の統一

などを住民協定

として制定 

実施時期：Ｈ２０

年度～ 

中津川市中

心市街地活

性化協議会 

中山道という歴史的・文

化的資源を有する中津川

市の中心市街地において、

それらの資源を活用して

街並みを形成することは、

地域の魅力を向上し、来訪

者の増加に寄与するもの

であると考えられる。 

そこで、建築物の外観や

旧町名の統一などを住民

協定として制定し、住民や

来訪者にＰＲすることに

よって、地域の魅力向上に

つなげることができると

考えられ、居住人口の増加

に寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な

事業である。 

支援措置の内容 

 

 



 

- 73 - 

事業名：個店強化

事業 

内容：一店逸品の

展開 

実施時期：Ｈ２１

年度～Ｈ２３年度 

中津川市商

業振興連盟 

中津川商工

会議所 

商店街の活性化を実現

するためには、個人の各店

舗が魅力ある商品等を持

ち、大規模店舗にはない個

性をアピールし、買い物客

を集客する必要がある。 

そのため、各商店の個店

の魅力アップを図るため、

各商店の最も売りとする

商品やサービスに焦点を

当て、そのアピールを行

い、それを商店街が一体と

なって実施することによ

り、来客数の増加が見込め

るため、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：おもてな

し事業 

内容：外来者への

もてなし対応の

心の育成 

実施時期：Ｈ１９

年度～ 

中津川市商

業振興連盟 

中津川市を訪れる人々

を暖かく迎え、良い印象を

持ってもらい再び訪れた

くなるようにするため、ま

た、地域住民に地元のこと

をよく知ってもらうよう

「中津川かいわい認定」

（地域検定事業）や、中津

川市の郷土料理や地元の

食材を味わってもらう「中

津川メニュー開発事業」を

行う。 

これにより、来訪者の増

加と、商店街に対する購買

活動が増加し、商業店舗数

の増加に寄与すると考え

られることから、中心市街

地の活性化に必要な事業

である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：ギオンバ

ジャンボリー 

内容：町内の子ど

もたちによるち

中津地区町

内会 

夏祭りに続き中心市街

地で行われる、中津川市の

年中行事で、地域と子ども

達の連携によるイベント

支援措置の内容 
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ょうちん行列。 

実施時期：毎年８

月中旬 

で多くの市民の参加によ

り市街地のにぎわいを創

出する身近な事業で歩行

者数の増加に必要である。

事業名：ＪＲさわ

やかウォーキン

グ 

内容：市内におけ

る史跡文化をめ

ぐるウォ―キン

グコース設定に

よる誘客 

実施時期：春、秋 

ＪＲ東海 ＪＲ市内各駅を発着点

として、市街地を含めた各

種ウォ―キングルートが

毎年設定され、ＪＲと市が

共同して取り組み、中京圏

から多くの人を誘客する

事業で、観光客の入れ込み

数の増加に必要である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：皇女和宮

御膳、御菓子の再

現販売 

内容：和宮降嫁時

の中津川宿の料

理を再現と提供。 

実施時期：秋 

中津川市観

光協会 

１４代将軍家茂公に降嫁

した皇女和宮が中津川で

召し上がった降嫁時の文

献による料理やお菓子の

再現・提供によりその話題

性から多くの観光客を誘

客していることから観光

客の入れ込み数の増加に

必要な事業である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：イルミネ

ーション in 中津

川 

内容：冬季におけ

る中心市街地の

公園を飾る。 

約７万個の電飾。 

実施時期：H17～ 

ウィンター

フェスティ

バル実行委

員会 

中心市街地内の公園に、

市民のデザインによる約

７万個のイルミネーショ

ンで演出し、冬の風物詩と

してにぎわいを創出して

いることから歩行者数の

増加に必要でな事業であ

る。 

支援措置の内容 

：市補助金 

 

事業名：西宮神社

例祭「十日えび

す」 

内容：中心市街地

内の西宮神社で

おこなわれる十

日市 

実施時期：毎年 1

月10日 

中津川市商

業振興連盟 

明治２８年、兵庫県西宮

神社からの分祀以来総本

社と同じ日に十日市が行

われ中津川市に春を呼ぶ

祭りとして親しまれ露天

商が並び、福を求めて多く

の人が市街地におとずれ

ることから観光客の入れ

込み数の増加に必要な事

支援措置の内容 
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業である。 

事業名：地産地消

の推進 

内容：地元農産物

生産者による農

産物の直売市 

実施期間：Ｈ１７

～２４年度 

㈱ 菜 ち ゃ

ん、アグリ

ウーマン 

中心市街地の空き店舗

を活用し、地元の農業者団

体の婦人によるアグリマ

ーケットの出店やアグリ

ウーマンによる週２回の

産直市を自主開催し地産

地消によるにぎわいを創

出していることから、歩行

者数の増加に必要な事業

である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：シネマジ

ャンボリー（中津

川映画祭） 

内容：映画祭とし

て、映画の上映と

シンポジウムや

交流パーティの

開催。 

実施期間：Ｈ１４

～２４年度 

実行委員会 平成 14 年から、中津川映

画祭実行委員会が主催

し、中津川市内の会場を

中心として映画祭を開催

し、20 本程度の映画の上

映とシンポジウムの開

催、交流パーティを行っ

ている。又、著名な映画

監督や俳優等も参加して

もらい、多くの映画ファ

ンが訪れることで、観光

客の入れ込み数の増加に

必要な事業である。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：ウインド

ギャラリー展 

内容：絵画を広く

募集し商店街の

ウインドに展示。

市民の投票によ

る審査、表彰。 

実施時期：H５～２

４度 

中津川市商

業振興連盟 

ウインドギャラリー展で

は、市内はもとより市外か

らも巾広く絵画を募集。中

心市街地の商店のウイン

ドに展示、市民投票による

審査、表彰を行うことで人

気のある催しとして定着

しにぎわいを創出してい

ることから歩行者数・観光

客の入れ込み数の増加に

必要な事業である。 

支援措置の内容 

：市補助金 

 

事業名：市民によ

るウォーキング

の道づくり事業 

内容：歴史街道を

ウォーキン

グの道づく

り推進市民

会議 

中心市街地の旧街道の結

接点である東山道、中山道

の雰囲気を残しながら観

光客の安全を確保、観光遊

支援措置の内容 

 

 



 

- 76 - 

中心に市民と協

働してウォーキ

ングの道づくり

を行い観光振興

の起爆剤として

交流人口の拡大

を図る。 

実施時期：Ｈ１９

年度～ 

歩道や登山道について市

民力により安全を確保し、

観光資源を体験しながら

活用することにより多く

のウォーカーで市街地が

にぎわうことから観光客

の入れ込み数の増加に必

要な事業である。 

事業名：観光振興

ビジョンの策定 

内容：市内や周辺

地域に存在する

地域資源を調査

し中津川市の観

光ビジョンの策

定をおこなう。 

実施時期：Ｈ２０

年度 

中 津 川 市 観光協会と行政が連携を

密にし、中心市街地が市域

全体の「顔」としての位置

付けの中で、市域全体の将

来観光施策のビジョンを

策定することで、観光客の

市民参加、地域間の結びつ

きを密にして、振興策を策

定し観光客の入れ込み数

の増加に必要な事業であ

る。 

支援措置の内容 

 

 

事業名：景観計

画、景観条例の運

用による市街地

の景観形成事業 

内容：景観計画制

定による中津川

市らしいまちづ

くりの推進 

実施時期：平成１

９年度～ 

中 津 川 市 

中津川市商

業振興連盟 

中津川市景観計画及び景

観条例の施行、運用により

中心市街地全体の中津川

市らしいおとずれてみた

い雰囲気を創出すること

で、歩行者数、観光客の入

れ込み数の増加に必要な

事業である。 

支援措置の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




